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（※については例規集登載事項）
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鹿児島県告示第951号

森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第５条第１項の規定により，次のとおり森林病

害虫等の駆除命令をする予定である。

平成23年９月27日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 区域及び期間

 区域

知名町の区域内に存する松林のうち次の区域（「次」は，省略し，その関係書類を鹿児

島県環境林務部森林整備課及び知名町役場に備え置いて縦覧に供する。）

 期間

平成23年11月１日から平成24年３月23日まで

２ 森林病害虫等の種類

松くい虫

３ 行うべき措置の内容

 松くい虫の付着している樹木を所有し，又は管理する者は，当該樹木を伐倒して薬剤を

散布するか，又は当該樹木を伐倒してはく皮し，並びに松くい虫並びにその付着している

枝条及び樹皮を焼却すること。

 松の伐採跡地であって，松くい虫の付着し，又は付着するおそれがある根株の存するも

のを所有し，又は管理する者は，当該伐採跡地に存する当該根株並びに松くい虫並びにそ

の付着している枝条及び樹皮に薬剤を散布するか，又は当該根株をはく皮し，並びに松く

い虫並びにその付着している枝条及び樹皮を焼却すること。

 松くい虫の付着し，又は付着するおそれがある伐採木等（伐採された樹木その他土地か

ら分離した樹木の幹及び枝条（用材及び薪炭材であるものを含む。）並びにこれらの包装

をいう。以下同じ。）を所有し，又は管理する者は，当該伐採木等に薬剤を散布するか，

又は当該伐採木等をはく皮し，並びに松くい虫が付着している場合には当該松くい虫並び

にその付着している枝条，樹皮及び包装を焼却すること。
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４ 命令しようとする理由

１のの区域において松くい虫の被害が発生しており，３に掲げる措置を行わなければ松

くい虫の被害が異常にまん延し，同区域及びその周辺の松林に重大な損害を与えるおそれが

あるため

５ その他

 ３に掲げる措置については，森林害虫防除員の指示に従って行うこと。

 ３に掲げる措置を行った者は，平成24年３月23日（金）までに，森林病害虫等駆除実施

届出書（別記様式）を，知事に提出しなければならない。

 知事は，森林病害虫等駆除実施届出書の提出があったときは，当該届出者が３に掲げる

措置を行ったかどうかを確認して損失補償金の額を決定し，損失補償金を交付する。

 知事は，３に掲げる措置を行うべき樹木を所有し，又は管理する者が１のの期間内に

３に掲げる措置を行わないとき，行っても十分でないとき，又は行う見込みがないときは，

当該措置の全部又は一部を行うことがある。

 知事は，に掲げる措置を行った場合において，その費用の額が３に掲げる措置を行う

べき者が自らその措置の全部又は一部を行ったとした場合にその者が受けることとなるべ

き補償金の額を超えるときは，その超える部分の額に相当する額をその者から徴収するこ

とがある。

 １のの区域内において森林，樹木，指定種苗又は伐採木等を所有し，又は管理する者

は，この告示の日から２週間以内に，理由を記載した書面をもって知事に不服を申し出る

ことができる。

（別記様式）

年 月 日

鹿児島県知事 殿

届出人 住所

氏名 印

法人にあつては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名

森林病害虫等駆除実施届出書

森林病害虫等防除法施行細則第１条の規定により，次のとおり届け出ます。

命ぜられた措 森林（伐採跡地を含 樹木若しくは伐採木等の本 樹木又は伐採木等

置の内容 む。）の面積 数又は伐採跡地の根株数 の材積

ヘクタール 本又は株 立方メートル

実施地区又は 実 施 に 要 し た 費 用
実 施 期 間

場所 種 別 数 量 単 価 金 額

人 夫 人 円 円

年 月 日から 薬 剤 リットル 円 円

年 月 日まで その他 円

計 円

注 氏名を自筆で記入したときは，押印を省略することができる。

鹿児島県告示第952号

平成23年８月17日農林水産省告示第1560号（以下「告示第1560号」という。）で告示された

保安林の指定施業要件の変更に係る通知の相手方の所在が不分明であるので，森林法（昭和26

年法律第249号）第189条の規定により，その通知の内容を出水市役所に掲示するとともに，そ

の要旨を告示する。

平成23年９月27日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎
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通 知 の 要 旨
所 在 が 不 分 明 な 者 の 氏 名

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 変更後の指定施業要件

鶴田小兵衛，小園太右衛門 出水市野田町上名字白谷5285番２ 告示第1560号の変更後

簗瀬仁之助 出水市高尾野町大久保字川頭6671番 の指定施業要件のとお

荒木正助 出水市高尾野町江内字横浜5949番18 り

中里太郎 出水市高尾野町江内字横浜5948番４，5953番３，

5953番５，5953番６

中里喜八 出水市高尾野町江内字横浜5947番５

鹿児島県告示第953号

平成23年８月17日農林水産省告示第1561号（以下「告示第1561号」という。）で告示された

保安林の指定施業要件の変更に係る通知の相手方の所在が不分明であるので，森林法（昭和26

年法律第249号）第189条の規定により，その通知の内容を出水市役所に掲示するとともに，そ

の要旨を告示する。

平成23年９月27日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

通 知 の 要 旨
所 在 が 不 分 明 な 者 の 氏 名

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 変更後の指定施業要件

若杉サナイ 出水市上大川内字湯川内5013番２ 告示第1561号の変更後

遠竹栄藏，蒲原勘助，遠矢宮助， 出水市高尾野町大久保字平木場5769番２，5769番 の指定施業要件のとお

渡辺忠信，渡辺孝義 50，5769番51 り

下村強 出水市野田町上名字小野之段2959番61

鹿児島県告示第954号

平成23年８月17日農林水産省告示第1562号（以下「告示第1562号」という。）で告示された

保安林の指定施業要件の変更に係る通知の相手方の所在が不分明であるので，森林法（昭和26

年法律第249号）第189条の規定により，その通知の内容を大崎町役場に掲示するとともに，そ

の要旨を告示する。

平成23年９月27日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 所在が不分明な者の氏名

大久保金次郎

２ 通知の要旨

 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

曽於郡大崎町持留字枦山1092番３

 変更に係る指定施業要件

告示第1562号の変更に係る指定施業要件のとおり

鹿児島県告示第955号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定により，次のとおり指定居宅

サービス事業者として指定した。

平成23年９月27日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

ヘルパーステー 大島郡瀬戸内町 特定非営利活動 大島郡瀬戸内町 榮 範子 平成23年 訪 問 介 護

ションほこらし 渡連136 法人かけろまホ 瀬武111 ９ 月 １ 日

ゃ ットネット
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デイサービスセ 大島郡瀬戸内町 特定非営利活動 大島郡瀬戸内町 榮 範子 平成23年 通 所 介 護

ンターほこらし 渡連136 法人かけろまホ 瀬武111 ９ 月 １ 日

ゃ ットネット

デイサービスセ 大島郡瀬戸内町 医療法人馨和会 大島郡瀬戸内町 桂 久和 平成23年 通 所 介 護

ンターつむぎ 古仁屋下間原３ 古仁屋大湊７ ９ 月 １ 日

－１

デイサービス楓 鹿児島市小川町 有限会社大芳 鹿児島市小川町 永田 松重 平成23年 通 所 介 護

22－15 22－15 ９月 1 5日

鹿児島県告示第956号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定により，次のとおり指定介護

予防サービス事業者として指定した。

平成23年９月27日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

ヘルパーステー 大島郡瀬戸内町 特定非営利活動 大島郡瀬戸内町 榮 範子 平成23年 介 護 予 防

ションほこらし 渡連136 法人かけろまホ 瀬武111 ９ 月 １ 日 訪 問 介 護

ゃ ットネット

デイサービスセ 大島郡瀬戸内町 特定非営利活動 大島郡瀬戸内町 榮 範子 平成23年 介 護 予 防

ンターほこらし 渡連136 法人かけろまホ 瀬武111 ９ 月 １ 日 通 所 介 護

ゃ ットネット

デイサービスセ 大島郡瀬戸内町 医療法人馨和会 大島郡瀬戸内町 桂 久和 平成23年 介 護 予 防

ンターつむぎ 古仁屋下間原３ 古仁屋大湊７ ９ 月 １ 日 通 所 介 護

－１

デイサービス楓 鹿児島市小川町 有限会社大芳 鹿児島市小川町 永田 松重 平成23年 介 護 予 防

22－15 22－15 ９月 1 5日 通 所 介 護

鹿児島県告示第957号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により，次のとおり道路の区域を変更

した。

なお，区域を表示した図面は，平成23年９月27日から２週間，鹿児島県土木部道路維持課に

おいて一般の縦覧に供する。

平成23年９月27日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

道路 変更
敷地の幅員 敷地の延長

の 路 線 名 変 更 の 区 間 前後
（メートル） （メートル）

種類 の別

県道 串木野樋脇線 いちき串木野市冠嶽字上水 前 9.3～17.2 100.0

流13163番３地先から同市 後 4.1～10.0 100.0

冠嶽字木場田13197番１地 後 9.3～17.2 100.0

先まで

港湾隣接地域の指定についての公聴会開催公告

港湾法（昭和25年法律第218号）第37条の２第２項の規定により，港湾隣接地域を指定する

ことについて，次のとおり公聴会を開催する。

平成23年９月27日

公 告
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喜入港港湾管理者 鹿児島県

代表者 鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 期日

平成23年９月29日（木）午後２時

２ 場所

鹿児島地域振興局１階中会議室（鹿児島市小川町３番56号）

３ 指定しようとする地域

瀬々串地区

 区域

基点１から基点39までを順次直線で結んだ線及び基点39と基点１を直線で結んだ線によ

り囲まれた区域

 基点の位置

基点１ 鹿児島市喜入瀬々串町2955番の国土地理院四等三角点内垣（北緯31度25分22秒

9378，東経130度31分13秒5938）から27度19分57秒471.6メートルの地点

基点２ 基点１から141度42分23秒125.9メートルの地点

基点３ 基点２から148度12分21秒13.1メートルの地点

基点４ 基点３から155度23分03秒14.2メートルの地点

基点５ 基点４から162度30分16秒13.6メートルの地点

基点６ 基点５から169度51分32秒12.5メートルの地点

基点７ 基点６から79度11分32秒11.8メートルの地点

基点８ 基点７から169度35分28秒4.1メートルの地点

基点９ 基点８から259度27分42秒11.9メートルの地点

基点10 基点９から169度51分32秒31.5メートルの地点

基点11 基点10から166度41分12秒12.8メートルの地点

基点12 基点11から164度43分47秒11.7メートルの地点

基点13 基点12から162度06分47秒74.8メートルの地点

基点14 基点13から172度10分34秒12.4メートルの地点

基点15 基点14から180度44分15秒14.2メートルの地点

基点16 基点15から189度08分50秒13.0メートルの地点

基点17 基点16から195度22分55秒10.2メートルの地点

基点18 基点17から199度15分44秒8.8メートルの地点

基点19 基点18から210度59分40秒10.3メートルの地点

基点20 基点19から232度20分42秒6.5メートルの地点

基点21 基点20から253度53分28秒12.6メートルの地点

基点22 基点21から349度17分31秒8.8メートルの地点

基点23 基点22から73度53分28秒7.9メートルの地点

基点24 基点23から59度44分42秒5.0メートルの地点

基点25 基点24から32度46分46秒6.7メートルの地点

基点26 基点25から19度40分57秒11.2メートルの地点

基点27 基点26から13度44分39秒9.5メートルの地点

基点28 基点27から６度24分38秒13.8メートルの地点

基点29 基点28から358度32分41秒11.2メートルの地点

基点30 基点29から349度41分32秒10.7メートルの地点

基点31 基点30から342度06分47秒74.4メートルの地点

基点32 基点31から345度31分11秒12.7メートルの地点

基点33 基点32から347度05分00秒9.9メートルの地点

基点34 基点33から349度51分32秒43.7メートルの地点

基点35 基点34から345度06分51秒11.0メートルの地点

基点36 基点35から338度45分10秒11.2メートルの地点

基点37 基点36から331度50分14秒14.1メートルの地点
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基点38 基点37から324度20分09秒13.0メートルの地点

基点39 基点38から321度41分41秒117.4メートルの地点

鹿児島県公安委員会告示第139号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成23年９月27日

鹿児島県公安委員会委員長 豊島忍

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲバーストエンジェルインフィ 豊丸産業株式会社 1P0716

ニティ399ＸＳＴ

ぱちんこ遊技機 ＣＲバーストエンジェルインフィ 豊丸産業株式会社 1P0730

ニティ199ＭＹＳＴ

ぱちんこ遊技機 ＣＲバーストエンジェルインフィ 豊丸産業株式会社 1P0743

ニティ399ＷＳＴ

ぱちんこ遊技機 ＣＲ恋姫無双 ＴＲＸ 株式会社エース電研 1P0759

ぱちんこ遊技機 ＣＲ恋姫無双 ＨＲＷ 株式会社エース電研 1P0763

ぱちんこ遊技機 ＣＲ恋姫無双 ＭＲＷ 株式会社エース電研 1P0786

ぱちんこ遊技機 ＣＲ喧嘩番長ＭＸ雷神 マルホン工業株式会社 1P0761

ぱちんこ遊技機 ＣＲ喧嘩番長ＭＸ風神 マルホン工業株式会社 1P0787

ぱちんこ遊技機 ＣＲ喧嘩番長ＬＭ拳神 マルホン工業株式会社 1P0792

ぱちんこ遊技機 ＣＲＡプレミアム海物語ＳＡＡ 株式会社三洋物産 1P0773

ぱちんこ遊技機 ＣＲヤッターマンＨ９ＡＺ１ 株式会社平和 1P0802

ぱちんこ遊技機 ＣＲ龍が如く見参！極Ｚ タイヨーエレック株式 1P0807

会社

ぱちんこ遊技機 ＣＲ真・遠山の金さんＮＬ－ＳＡ 株式会社大一商会 1P0837

回胴式遊技機 トゥハート２ タイヨーエレック株式 1S0600

会社

回胴式遊技機 巨人の星５Ｅ 株式会社アリストクラ 1S0757

ートテクノロジーズ

回胴式遊技機 パチスロ北斗の拳Ｆ サミー株式会社 1S0777

公 安 委 員 会 告 示


